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    告     示 

和歌山県告示第233号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項及び地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第4条の規定に基づき、

平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達並びに平成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電

力調達に係る一般競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格及びその資格審査の

申請方法等を次のように定める。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 競争入札に付する調達の名称及び数量並びに契約期間 

（1）調達の名称及び数量 

ア 平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達 

予定契約電力 800kW 予定調達電力量 1,813,969kWh 

イ 平成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電力調達 

予定契約電力 700kW 予定調達電力量 2,774,839kWh 

（2）契約期間 

 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの1年間（平成31年7月1日から契約ができない場合は、契

約を締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）
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第234条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても平成32年度以降

において和歌山県の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、本契約を解除する

ことがある。 

2 競争入札に参加する者に必要な資格事項 

 この競争入札に参加することができる者は、資格審査の申請の時点から落札決定の日までの間におい

て、次の要件をいずれも満たしている者（調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体に

より構成された組織（以下「コンソーシアム」という。）を含む。）とする。 

 なお、コンソーシアムにあっては、その構成員は、他のコンソーシアムの構成員となり、又は単独で

申請を行うことができないものとする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（3）和歌山県が行う調達契約等に係る競争入札参加資格の停止の措置を受けている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（4）国税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（5）和歌山県が行う調達契約等からの暴力団員排除に関する事務取扱要領（平成20年制定）に規定する

排除措置を受けている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（6）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合は、この限り

でない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（7）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（8）申請日において、1年以上の電気供給に係る営業経験を有する者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（9）電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条の2の規定により小売電気事業者（以下「小売電気事業

者」という。）の登録を受けている者であること。 

 コンソーシアムにあっては、少なくとも代表者となる構成員がこの要件を満たす者であること。 

（10）申請日において、「和歌山県電力の調達に係る環境配慮方針」（平成31年2月28日策定）に基づく

入札参加資格の要件を満たしている者又は満たしていない者でこの競争入札の開札の日の前日まで

に入札参加資格の要件を満たす見込みであるものであること。 

 コンソーシアムにあっては、2の（9）の要件を満たす者の全部がこの要件を満たす者であること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 

 この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類及びその配布方法等は、次のとおりとする。 

 なお、コンソーシアムにあっては、ア及びセの書類については代表者が、イからケまで並びにシ及び

スの書類については構成員ごとに、コ及びサの書類については構成員のうち小売電気事業者である者ご

とに、それぞれ作成の上、持参により提出するものとする。 

（1）この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 
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ア 競争入札参加資格審査申請書 

イ 業務状況調書 

ウ 役員等に関する調書 

エ 使用印鑑届 

オ 法人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない登記事項証明書の原本又はその写

し 

カ 個人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない住民票の原本又はその写し 

キ 直近1年分の財務諸表（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこ

れらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

ク 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書の原本又はその写しで、申請日におい

て発行後3か月を経過していないもの 

（ア）法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

（イ）県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税（延滞金等

を含む。）の全税目 

（ウ）個人にあっては、県内の在住市町村が課する個人住民税（県・市町村民税） 

ケ 2の（8）の要件を満たしていることを証する書面として、電気供給に係る契約実績を証する書類

の写し 

コ 2の（9）の要件を満たしていることを証する書面の写し 

サ 2の（10）の要件を満たしていることを証する書面として、和歌山県環境に配慮した電力調達契約

評価項目報告書及びその内容を確認できる資料 

シ 誓約書 

ス 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

セ コンソーシアムにあっては、コンソーシアム構成員表及びコンソーシアム協定書の写し 

（2）（1）のアからエまで及びサ（電力調達契約評価項目報告書に限る。）からセ（コンソーシアム構成

員表に限る。）までに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものとし、これらの用紙

は、平成31年3月19日（火）から同年4月2日（火）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌

山県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時

から午後4時までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 

（3）和歌山県物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成24年和歌山県告示第340号）の

規定に基づく競争入札参加資格者名簿の営業種目「その他物品関係」に登載されている者は、物品調

達競争入札参加資格審査結果通知書の写しをもって、（1）のウからクまでの書類の提出に代えること

ができる。 

（4）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、平成31年3月19日（火）から同月26日（火）まで

の県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間に、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して書

面（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（5）（4）の質問に対する回答は、平成31年4月2日（火）午後5時までにファクシミリ又は電話により行

うものとする。 

 また、その内容については、5の和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページ（https://www.pr

ef.wakayama.lg.jp/prefg/010700/kan-top.html）に公表するものとする。ただし、その内容が軽微な

ものについては、口頭による回答のみとする。 

4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所 

 平成31年3月25日（月）から同年4月5日（金）までの県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの

間に、5に掲げる場所で受け付ける。 

5 資格審査申請書類の配布の場所 
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和歌山県総務部総務管理局管財課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

郵便番号 640-8585 

電話番号 073-441-2212 

ファクシミリ番号 073-441-2248 

 なお、3の（5）の和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページから資格審査申請書類をダウンロ

ードすることができる。 

6 資格審査申請書類に使用する言語 

 資格審査申請書類に使用する言語は、日本語とする。 

7 資格審査の結果の通知 

 資格審査申請者には、競争入札参加資格審査結果通知書を平成31年4月19日（金）までに郵送により送

付する。ただし、コンソーシアムにあっては、その代表者に対して郵送により送付するものとする。 

8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求めること

ができる。 

（2）（1）の説明は、平成31年4月26日（金）までに書面により求めるものとする。 

（3）（2）の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対しては、平成31年5月13日（月）までに書面により回答するものとする。 

（5）（2）の書面の提出先は、5に掲げる場所とする。 

 

和歌山県告示第234号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の

規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり廃止の届出があったので公示する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉サービス

の   種   類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

廃 止 

年月日 

3011400

318 

訪問介護アガペ

ー 

海南市岡田520番地

4 

居宅介護 

重度訪問介護 

株式会社ヘルパ

ーコンフォルト

海南市岡田520番地 平成 

31.3.31 

 

和歌山県告示第235号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項及び地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第4条の規定に基づき、

平成31年度及び平成32年度和歌山県立こころの医療センター電力調達に係る一般競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請方法等を次のように定める。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 競争入札に付する調達の名称及び数量並びに契約期間 

（1）調達の名称及び数量 

平成31年度及び平成32年度和歌山県立こころの医療センター電力調達 

予定契約電力 600kW 予定調達電力量 2,249,945kWh 

（2）契約期間 

 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの1年間（平成31年7月1日から契約ができない場合は、契
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約を締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第234条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても平成32年度以降

において和歌山県の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、本契約を解除する

ことがある。 

2 競争入札に参加する者に必要な資格事項 

 この競争入札に参加することができる者は、資格審査の申請の時点から落札決定の日までの間におい

て、次の要件をいずれも満たしている者（調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体に

より構成された組織（以下「コンソーシアム」という。）を含む。）とする。 

 なお、コンソーシアムにあっては、その構成員は、他のコンソーシアムの構成員となり、又は単独で

申請を行うことができないものとする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（3）和歌山県が行う調達契約等に係る競争入札参加資格の停止の措置を受けている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（4）国税、県税及び市町村税を滞納していない者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（5）和歌山県が行う調達契約等からの暴力団員排除に関する事務取扱要領（平成20年制定）に規定する

排除措置を受けている者でないこと。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（6）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合は、この限り

でない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（7）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをし

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決

定を受け、その決定に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（8）申請日において、1年以上の電気供給に係る営業経験を有する者であること。 

 コンソーシアムにあっては、構成員の全部がこの要件を満たす者であること。 

（9）電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者（以

下「小売電気事業者」という。）であること。 

 コンソーシアムにあっては、少なくとも代表者となる構成員がこの要件を満たす者であること。 

（10）申請日において、「和歌山県電力の調達に係る環境配慮方針」（平成31年2月28日策定）に基づく

入札参加資格の要件を満たしている者又は満たしていない者でこの競争入札の開札の日の前日まで

に入札参加資格の要件を満たす見込みであるものであること。 

 コンソーシアムにあっては、2の（9）の要件を満たす者の全部がこの要件を満たす者であること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 

 この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類及びその配布方法等は、次のとおりとする。 

 なお、コンソーシアムにあっては、ア及びセの書類については代表者が、イからケまで並びにシ及び

スの書類については構成員ごとに、コ及びサの書類については構成員のうち小売電気事業者である者ご

とに、それぞれ作成の上、持参により提出するものとする。 
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（1）この競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

ア 競争入札参加資格審査申請書 

イ 業務状況調書 

ウ 役員等に関する調書 

エ 使用印鑑届 

オ 法人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない登記事項証明書の原本又はその写

し 

カ 個人にあっては、申請日において発行後3か月を経過していない住民票の原本又はその写し 

キ 直近1年分の財務諸表（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこ

れらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

ク 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書の原本又はその写しで、申請日におい

て発行後3か月を経過していないもの 

（ア）法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

（イ）県内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税（延滞金等

を含む。）の全税目 

（ウ）個人にあっては、県内の在住市町村が課する個人住民税（県・市町村民税） 

ケ 2の（8）の要件を満たしていることを証する書面として、電気供給に係る契約実績を証する書類

の写し 

コ 2の（9）の要件を満たしていることを証する書面の写し 

サ 2の（10）の要件を満たしていることを証する書面として、和歌山県環境に配慮した電力調達契約

評価項目報告書及びその内容を確認できる資料 

シ 誓約書 

ス 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

セ コンソーシアムにあっては、コンソーシアム構成員表及びコンソーシアム協定書の写し 

（2）（1）のアからエまで及びサ（電力調達契約評価項目報告書に限る。）からセ（コンソーシアム構成

員表に限る。）までに掲げる申請書類の用紙については、和歌山県で定めるものとし、これらの用紙

は、平成31年3月19日（火）から同年4月2日（火）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌

山県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時

から午後4時までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 

（3）和歌山県物品の購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成24年和歌山県告示第340号）の

規定に基づく競争入札参加資格者名簿の営業種目「その他物品関係」に登載されている者は、物品調

達競争入札参加資格審査結果通知書の写しをもって、（1）のウからクまでの書類の提出に代えること

ができる。 

（4）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、平成31年3月19日（火）から同月26日（火）まで

の県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間に、和歌山県立こころの医療センター事務局総務

課に対して書面（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（5）（4）の質問に対する回答は、平成31年4月2日（火）午後5時までにファクシミリ又は電話により行

うものとする。 

 また、その内容については、5の和歌山県立こころの医療センターのホームページ（https://www.pr

ef.wakayama.lg.jp/prefg/050112/050112.html）に公表するものとする。ただし、その内容が軽微な

ものについては、口頭による回答のみとする。 

4 資格審査申請書類の受付期間及び受付場所 

 平成31年3月25日（月）から同年4月5日（金）までの県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの

間に、5に掲げる場所で受け付ける。 
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5 資格審査申請書類の配布の場所 

和歌山県立こころの医療センター事務局総務課 

有田郡有田川町庄31番地 

郵便番号 643-0811 

電話番号 0737-52-3221 

ファクシミリ番号 0737-52-5571 

 なお、3の（5）の和歌山県立こころの医療センターのホームページから資格審査申請書類をダウンロ

ードすることができる。 

6 資格審査申請書類に使用する言語 

資格審査申請書類に使用する言語は、日本語とする。 

7 資格審査の結果の通知 

 資格審査申請者には、競争入札参加資格審査結果通知書を平成31年4月19日（金）までに郵送により送

付する。ただし、コンソーシアムにあっては、その代表者に対して郵送により送付するものとする。 

8 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県に対し、その理由について説明を求めること

ができる。 

（2）（1）の説明は、平成31年4月26日（金）までに書面により求めるものとする。 

（3）（2）の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対しては、平成31年5月13日（月）までに書面により回答するものとする。 

（5）（2）の書面の提出先は、5に掲げる場所とする。 

 

和歌山県告示第236号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第7条第1項の規定に基づき、橋本市に係る農

業振興地域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は省略し、和歌山県農林水産部農林水産政策局農林水産総務課及び伊都振興局農林

水産振興部農業水産振興課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

地域名 農業振興地域の区域 

橋本地域 橋本市のうち次に掲げる区域であって、別図で示した部分 

（1）出塔、中道、上田、西畑、高野口町下中、高野口町上中及び高野口町田原の全域 

（2）柏原のうち字塚之本、戸ノ本、越前、浦溝、天上畑、石地、竹木田、井戸ノ本、大道、西

垣内、水落、曽野、柳中、宮之前及び新地、吉原のうち字芦ヶ谷、大西、長尾、小西浦、ゴ

ミ谷、ゴミザコ、桑原峰、桑原、寺前、才ノ神、初光田、風吹段、赤尾山、郷蔵垣内、行

者、松之岡、平谷、平岸、中芝、大平、温井戸、田中臺、城ノ越、下平、白石、平野臺、中

西、丹生谷、西浦谷、上ノ平、西川垣内、中平、東臺、中立、垣内尻、廣谷、廣野山、下中

村尾、小屋谷、上大芝、中大芝及び堀ノ内、山田のうち字牛谷、柳谷、清瀬、垣内、曽和、

城腰、硲、檜尾、井ノ下、上西平、中西平、下西平、南ノ町、長水谷、中東平、下東平、上

東平、尾崎、廣野谷、中尾、中ノ谷、溝添、下川原、中垣、山本、東ノ岡、辻合、溝尾、竹

ノ下、松本、久保、中川原、井ノ上、田和、平畑、国木岡、後谷、向イ川、上井口、大井手

口、西垣内、石塚及び鎌嵯胡、野のうち字下山谷田、池奥、上之島、上井出、仲井出、中山

谷田、上山谷田及び大谷、矢倉脇のうち字北谷、橋ヶ谷、柳ヶ谷、田中垣内、大垣内及び井

関、橋谷のうち字上河原、山谷及び怒田、慶賀野のうち字上ノ平、慶賀野臺及び西川、柱本

のうち字西廣、沓掛、清良坂、峠坂、紀伊見、鳶ヶ尾、折阪及び中ノ平、胡麻生のうち字高

須臺下、紀見のうち字上垣内及び且束、細川のうち字大垣内、和正及び上平、原田のうち字

ワクタ山及び高瀬、妻のうち字扇塚、菖蒲谷のうち字伏尾原、田之尻、松之本、田和垣内、

中垣内、西畑、中畑、南畑、下六反、大原垣内、徳目、清水、奥ノ谷及び瀧ノ上ノ山、杉尾

のうち字柿平、松本垣内及び古蒲、境原のうち字竹ノ平、長畑、黒末、栢谷、大橘、中尾

崎、湯屋谷東原及び上平、隅田町上兵庫のうち字浦垣内及び西谷、隅田町中下のうち字尾
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 崎、知縄、越前、才ノ神、森之本、中通り、窪、辻垣内、藪之本、犬飼田及び髙山、隅田町

芋生のうち字小嶋、芦原及び垣内、隅田町平野のうち字浦垣内、髙月、下市ヶ峰、森之後、

栢ノ木及び柳ヶ坪、隅田町山内のうち字大ツヱ、和所、井上垣内、栢谷、曽和前、鍛冶屋垣

内、東浦、次良垣内、箕ノ臺、池田天池及び庵垣内、隅田町中島のうち字塚穴、風呂尻、前

原、樋之口、奥臺、井出ノ上、竹の下、刎垣内、冷水、東新田、西新田、青池尻、霜子鳥、

尾崎、市之木、檜之尾及び青池谷、隅田町下兵庫のうち字東新開、小白猪谷、西新開、朝

妻、土井、羽根、平田及び弐十五臺、隅田町河瀬のうち字口白猪谷及び口長平、赤塚のうち

字田中、木落、梅ヶ本、去年川、小原、帯田、西所、土居、房屋及び城ノ尾、恋野のうち字

去年川、長通り、竹之垣内、西平山、尾崎、蟻ヶ芝、雲雀山、塙、西迫、東迫、奥之谷、清

重郎尾、墓之尾、長二芝、森之北、與太郎井戸、岩久保、北大野山、大野山、彦三郎垣内、

久保利、權兵衛垣内、瀬戸谷、中切、岩橋、土井、放生池、滝谷、圓津庵及び木戸口、彦谷

のうち字カナガセ及び高松、学文路のうち字川端、土居、金尾松、吉岡、平殿坂、大田、玉

西、松折、城ヶ尾、茶木畑、越畑、下土居、水木谷、岡ノ峰、茂原、塩谷、梅迫、畑山、横

尾、幡天神、雫岩、塚原、岡田、壹本松、菖蒲谷、赤坂、有岡及び躑躅尾、隅田町霜草のう

ち字笹原、檜ノ谷、大明及び奥大明、須河のうち字大平及び細ノ尾、只野のうち字下垣内、

宮之芝及び池之窪り、隅田町真土のうち字竹ノ下、向副のうち字大西島、庄ノ垣内、海田

島、上之嶋、野田島、藏垣内、東垣内、中垣内、田中台、土井、風呂谷、跨り尾、笠ヶ入

道、戸屋ヶ嶽及び狼頭尾、清水のうち字觸田、焼地藏、久保、西園、鳥田、椿井、筒井、森

前、椋之本、東岩坂、西岩坂、檜尾、狐神、堂ノ檀、鍋ヶ尾、三ツ池、松東坂、岡田、加賀

根、聖尾、小山、鉢伏、東藁谷、國城原、登り尾、中垣内、東ノ谷、長谷、森ノ本、塙、松

西坂、中尾、池ノ尾、西川原、平谷及び西藁谷、南馬場のうち字的場、潰口、稗田、下垣

内、下前田、下市縄、上市縄、上前田、樋口、一ヶ坂、里神、水越、平尾、廣良、腰細、東

立石、西立石、上野、上垣内、眞土田、西島、養生場、東垣内、砂張尾及び西藁谷、賢堂の

うち字中河原、冷田、東垣内、西垣内、西ノ前、西谷、妙見谷、堂ノ尾、岩掛ケ、傳道坊、

トチ谷、宮谷及び念仏尾、横座のうち字初王子垣内、田和垣内、丸屋垣内、中村垣内、大上

垣内、寺垣内、善坊谷、花房垣内、千代ヶ岡、瀬之奥、西辻垣内、善坊峯、瀬奥峯、大西

島、庄ノ垣内、中垣内、海田嶋、河原田、上嶋、東垣内、野田島、藏垣内及び鳥屋ヶ嶽、高

野口町竹尾のうち字廣浦、小谷、北ノ前、中垣内、中尾、東垣内、下山、城ノ谷、大谷、下

大谷及び堂ヶ平、高野口町嵯峨谷のうち字塙、下和田、新春原、前田、宮ノ前、栂山、野田

ノ藤、虹羅尾、中山、折付、鴨枝、岡崎、水ノ元、丹生野谷、足山、辨当、大人谷、滝谷、

長尾、登り越ヱ、出岩、北谷、松尾、瀬間、蟻越し及び森田、高野口町九重のうち字神子

峠、西ノ岡、溝ノ奥、仙之尾、奧野谷、大北、西原、神原、堂ノ向、芹田、牛房嵃、岩軒、

川原、梶ヶ岡、嵯峨尾、山陰、河端、山本、東垣内、小芋谷、芋谷、丸山、三太田、廣ノ

手、上ノ平、上ノ東及び河原谷、高野口町大野のうち字嵯峨道、西之戸、平山見附檀、平山

鎮守檀、平山奥、地蔵尾西原、東峯、河原谷田原境、西之谷奧、霧尾、西之谷口、宮谷尾、

地蔵尾、稲元、東谷奥、上知山表原、東谷口、平山口、北田、住吉下、宮之小路及び薬師

壺、高野口町名倉のうち字田原谷上ノ切、北山、北山五ノ切、田原谷下ノ切、北山四ノ切、

北山三ノ切、北山二ノ切、北山一ノ切、矢落山、東塔之尾、中塔之尾、西塔之尾及び焼尾、

高野口町名古曽のうち字中尾、井手口、地智間、荒糸、住吉尾、一里山、金井之段、尾崎及

び三味尾並びに高野口町応其のうち字引ノ谷、引ノ谷口、伏原庵寺峰、庵寺峯、中谷、平山

及び山際の全域 

（3）神野々のうち字上戸津井谷、極楽寺、下穴伏谷、上穴伏谷、大池尻、東光寺之段、小屋ヶ

谷、谷中垣内及び西中山、柏原のうち字堂ノ浦、井ノ尻及び西之芝、野のうち字上井手、仲

井手、下井手、上之島及び仲田、岸上のうち字東浦、川端及び横井手、吉原のうち字中山、

東尾、上中村尾、東谷、東側、中尾、三番叟山、平岸及び欅原山、山田のうち字三ツ石、右

別當、真平、草床、梨子谷、大平口、槻原及び奥垣内、矢倉脇のうち字西山、柳ヶ谷、冷

谷、髙山、口根古、東善寺及び向浦、橋谷のうち字中ノ坊、塙平、広浦、風呂谷、不動平、

大谷、東善寺、上平及び柳ヶ谷、北馬場のうち字去年谷、笹谷、平山、浦垣内、椿原及び峯

ヶ芝、慶賀野のうち字父川、牛ヶ谷、笹尾、坂垣内及び下垣内、柱本のうち字父川、中山、

ツヅラ折、野々垣内、杉ノ森、芋谷、上ノ平、イナカセ、西ノ谷、下ノ平、沓掛、深山、ソ

バ山及び上之平、胡麻生のうち字高須臺上、向垣内、松尾谷、向山及び久保ノ前、紀見のう

ち字才之神、中垣内、鷺山、備中、芝崎、椿原、井垣内及び横谷、細川のうち字新宮、五反

田、西垣内、堂垣内、柿内垣内、スベット及び垣内、原田のうち字鴨ヶ峰、長平、西平中

山、深谷東原及び山ノ谷、妻のうち字古大根及び大人ノ段、菖蒲谷のうち字段垣内、塙、東

硲、東畑、清谷、南岡、大原垣内、奥ノ谷、下六反、中山、岩之谷及び北山、市脇のうち字

仁王谷、仲田、口山谷、西寺田、東山谷及び奥山谷、杉尾のうち字奥山、登り尾、四本松、

森垣内、餅尾原及び堂之本、境原のうち字弓場の段、西山通、湯屋谷西原、横手垣内、芋生

谷、葛城山、山田垣内、山吹及び古垣内、御幸辻のうち字北山、若狭山及び中尾垣内、隅田

町上兵庫のうち字塚崎、石佛、芝添、岡山、三通り、南島、穴田、髙橋、池ノ尻及び檜ノ

尾、隅田町中下のうち字西川、溝内及び流田、隅田町芋生のうち字鳥井戸、横枕、大両田及

び松ヶ下、隅田町平野のうち字落合、菖蒲谷、持田山、垣内、下西谷、西山、西新田、上西
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 谷、上市ヶ峯、松ヶ谷、細野谷及び原郷、隅田町山内のうち字谷尻、瀬ノ元、平山、尾崎、

菖蒲、大谷、東山、寺地、三本松、小原、小田、五郎谷、山迫、葛城及び瀬ノ奥、隅田町霜

草のうち字廣芝、打樋谷及び東山、隅田町垂井のうち字笹ヶ谷、岩倉、梅ヶ本、堂ノ本、榎

木塚、庵崎、東鳥井、女房坪、露無及び池之内、隅田町中島のうち字高尾添、西山、垣添、

霜山及び岡添、隅田町下兵庫のうち字山ノ谷、山副、窪り、井ノ尻、長緑、中野及び中山、

隅田町河瀬のうち字奧白猪谷、千筒輪、滝名、大人之段、墓之段及び奧長平、赤塚のうち字

和荘、洗戸、谷山、西ノ久保、山中、雨坪及び栗林、須河のうち字二又谷、西谷、馬場ノ

浦、弓引田和、矢落谷、尾鼻、杤谷、東谷及び平木尾、谷奥深のうち字若子淵、張尾峯、宮

ノ坂、大迫、戸西谷、行者峰、土谷岡及び龍ノ尾、彦谷のうち字椿谷、細石、上ノ瀧谷、小

倉谷、下瀧谷、壁山、赤在、小塲谷、狼谷、中迫、猪之上、東峠、西峠、久保、水呑、鳴

尾、白石谷、藤後尾、下ノ谷、桑迫及び崩谷、只野のうち字黒岩、北迫裏、笠岩及び運堂、

恋野のうち字加賀谷、中之坂、鳴迫、赤坂、新井戸谷、真砂、百田及び中將倉、小原田のう

ち字薬師垣内、野田、上垣内及び中山、向副のうち字下河原田、河原田、三軒家及び川端、

清水のうち字野手、東栄、中栄、西栄、石井、八王子及び梁原、南馬場のうち字西ヶ瀬及び

外河原、賢堂のうち字下河原及び上河原、学文路のうち字北嶋、福塚、安田嶋、門田及び川

端、横座のうち字三軒茶屋、大柳及び西小平、隅田町真土のうち字垣内、赤坂、大尾、御姥

谷、丸垣内、尾上谷及び中畑、高野口町竹尾のうち字鐘釣松、黒岩、楓木田和及びキシキ

谷、高野口町嵯峨谷のうち字奥ノ谷及び峰山、高野口町九重のうち字西浦山、溝ノ奧及び杣

ノ尾、高野口町大野のうち字森脇、中島、北西之島及び上知山、高野口町名倉のうち字宮田

尻、宮田、城跡及び戸岩田、高野口町名古曽のうち字住吉坪並びに高野口町応其のうち字池

尻の一部の区域 

 

和歌山県告示第237号 

 次のように保安林の指定の解除をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1

項の規定により告示する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 解除予定保安林の所在場所 田辺市中辺路町栗栖川字平原845の18 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 解除の理由 指定理由の消滅 

 

和歌山県告示第238号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第239号 
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 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 公衆の保健 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第240号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 公衆の保健 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第241号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第242号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3473 新宮市緑ヶ丘一丁目6465番

2の一部、6465番8、6465番

9の一部、6468番の一部、6

469番の一部 

新宮市緑ヶ丘一丁目8番20

号 

岩本美智子 

平成 

31.3.6 

6.00 

 

4.00 

31.14

17.00

 

和歌山県告示第243号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第73条第1項の規定により、南海橋本林間田園都市・あやの台二丁

目第四地区建築協定を平成31年3月4日に認可したので、同条第2項の規定により公告する。 

 なお、建築協定書及び関係図書は、橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

    公     告 

入 札 公 告 

 平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に基づき公告する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 一般競争入札に付する事項 

（1）調達の名称、場所及び数量 

平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達 

和歌山県庁舎（本館、北別館及び東別館） 和歌山市小松原通一丁目1番地 

予定契約電力 800kW 予定調達電力量 1,813,969kWh 

（2）仕様等 

仕様書による。 

（3）契約期間 

 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの1年間（平成31年7月1日から契約ができない場合は、契

約を締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても平成32年度以降に

おいて和歌山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、本契約を解除すること

がある。 
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2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 平成31年和歌山県告示第233号に規定する平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達並びに平

成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電力調達に係る一般競争入札参加資格を有すること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 

（1）場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県総務部総務管理局管財課 

（2）期間 

 平成31年3月19日（火）から同年4月2日（火）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山

県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時か

ら午後4時まで 

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間 

（1）場所 

3（1）に同じ。 

 なお、和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページ（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg

/010700/kan-top.html）から仕様書及び入札説明書をダウンロードすることができる。 

（2）期間 

3（2）に同じ。 

（3）仕様書及び入札説明書について質問がある者は、平成31年3月19日（火）から同月26日（火）までの

県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対し

て書面（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（4）（3）の質問に対する回答は、平成31年4月2日（火）午後5時までに書面（ファクシミリを含む。）

により行うものとする。 

 また、その内容については、（1）の和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページに公表するも

のとする。ただし、その内容が軽微なものについては、口頭による回答のみとする。 

5 入札執行の場所及び日時等 

（1）入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

ア 入札場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県庁本館3階 会議室3-A 

イ 入札日時 

平成31年5月15日（水）午前10時 

ウ 開札場所 

アに同じ。 

エ 開札日時 

イに同じ。 

（2）（1）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札の参加資格があること

を確認された旨の通知書又はその写しを持参するものとする。 

（3）郵便による入札書の提出を行う者は、この一般競争入札の参加資格があることを確認された旨の通

知書の写しを同封の上、書留郵便により平成31年5月14日（火）午後4時までに和歌山県総務部総務管

理局管財課に必着するように行わなければならない。 

6 入札方法 

 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した

金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金
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額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の108分の100に相当する金額を入札書に記入す

ること。 

7 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付

しなければならない。 

 調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体により構成された組織（以下「コンソー

シアム」という。）にあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が入札保証金を納

付すること。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号）第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

8 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が契約保証金を納付

すること。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92

条から第94条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

9 入札の無効に関する事項 

 本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

 なお、本県よりこの入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格

の停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札は、

無効とする。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこれらの要件のいずれかに該当するときは、当該コ

ンソーシアムとしてした入札は、無効とする。 

10 入札執行方法の細目 

（1）入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）この入札の開札には、和歌山県総務部総務管理局管財課の職員が立ち会うものとする。 

（3）落札者の決定は、和歌山県財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格

をもって申込みをした者を落札者とする。 

（4）落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落

札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを

引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管

財課の職員にくじを引かせるものとする。 

（5）開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合

において、入札の回数は、最初の入札を含めて3回までとする。 

（6）第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で5の（1）

に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 
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（7）落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場

合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落

札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 

11 契約書の要否 

要 

12 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

13 その他 

（1）この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

和歌山県総務部総務管理局管財課 

イ 所在地 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

郵便番号 640-8585 

電話番号 073-441-2212 

ファクシミリ番号 073-441-2248 

（2）この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（3）政府調達に関する協定（平成7年条約第23号）の対象となる調達に係る苦情処理の関係において和歌

山県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合において、本件調

達物品についての調達手続の停止等があり得る。 

（4）契約金額の変更 

契約期間中に消費税及び地方消費税の税率に変更が生じた場合、契約金額を変更する。 

14 Summary 

（1）Nature and quantity of products to be purchased : 

 Total electricity about 1,813,969kWh to use at the Wakayama Prefecture Government  

Buildings（Honkan） 

（2）Time limit for tender : 

 10:00 a.m. 15 May 2019 :（Deadline for bids submitted by mail 4:00 p.m. 14 May 2019） 

（3）Contact point for the notice : 

 Property Management Division, Department of General Affairs, Wakayama Prefectural 

Government, 

 1-1 Komatsubaradori, Wakayama City, 640-8585, Japan 

 TEL 073-441-2212 

 FAX 073-441-2248 

 

入 札 公 告 

 平成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電力調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に基づき公告する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 一般競争入札に付する事項 

（1）調達の名称、場所及び数量 

平成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電力調達 
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和歌山県庁舎（南別館） 和歌山市湊通丁北一丁目2番1 

予定契約電力 700kW 予定調達電力量 2,774,839kWh 

（2）仕様等 

仕様書による。 

（3）契約期間 

 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの1年間（平成31年7月1日から契約ができない場合は、契

約を締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても平成32年度以降に

おいて和歌山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、本契約を解除すること

がある。 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 平成31年和歌山県告示第233号に規定する平成31年度及び平成32年度県庁舎（本館）電力調達並びに平

成31年度及び平成32年度県庁舎（南別館）電力調達に係る一般競争入札参加資格を有すること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 

（1）場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県総務部総務管理局管財課 

（2）期間 

 平成31年3月19日（火）から同年4月2日（火）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山

県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時か

ら午後4時まで 

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間 

（1）場所 

3（1）に同じ。 

 なお、和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページ（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg

/010700/kan-top.html）から仕様書及び入札説明書をダウンロードすることができる。 

（2）期間 

3（2）に同じ。 

（3）仕様書及び入札説明書について質問がある者は、平成31年3月19日（火）から同月26日（火）までの

県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対し

て書面（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（4）（3）の質問に対する回答は、平成31年4月2日（火）午後5時までに書面（ファクシミリを含む。）

により行うものとする。 

 また、その内容については、（1）の和歌山県総務部総務管理局管財課のホームページに公表するも

のとする。ただし、その内容が軽微なものについては、口頭による回答のみとする。 

5 入札執行の場所及び日時等 

（1）入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

ア 入札場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県庁本館3階 会議室3-A 

イ 入札日時 

平成31年5月15日（水）午前11時 

ウ 開札場所 

アに同じ。 
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エ 開札日時 

イに同じ。 

（2）（1）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札の参加資格があること

を確認された旨の通知書又はその写しを持参するものとする。 

（3）郵便による入札書の提出を行う者は、この一般競争入札の参加資格があることを確認された旨の通

知書の写しを同封の上、書留郵便により平成31年5月14日（火）午後4時までに和歌山県総務部総務管

理局管財課に必着するように行わなければならない。 

6 入札方法 

 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した

金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金

額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の108分の100に相当する金額を入札書に記入す

ること。 

7 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付

しなければならない。 

 調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体により構成された組織（以下「コンソー

シアム」という。）にあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が入札保証金を納

付すること。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号）第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

8 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が契約保証金を納付

すること。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92

条から第94条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

9 入札の無効に関する事項 

 本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

 なお、本県よりこの入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格

の停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札は、

無効とする。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこれらの要件のいずれかに該当するときは、当該コ

ンソーシアムとしてした入札は、無効とする。 

10 入札執行方法の細目 

（1）入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）この入札の開札には、和歌山県総務部総務管理局管財課の職員が立ち会うものとする。 
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（3）落札者の決定は、和歌山県財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格

をもって申込みをした者を落札者とする。 

（4）落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落

札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを

引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管

財課の職員にくじを引かせるものとする。 

（5）開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合

において、入札の回数は、最初の入札を含めて3回までとする。 

（6）第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で5の（1）

に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 

（7）落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場

合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落

札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 

11 契約書の要否 

要 

12 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

13 その他 

（1）この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

和歌山県総務部総務管理局管財課 

イ 所在地 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

郵便番号 640-8585 

電話番号 073-441-2212 

ファクシミリ番号 073-441-2248 

（2）この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（3）政府調達に関する協定（平成7年条約第23号）の対象となる調達に係る苦情処理の関係において和歌

山県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合において、本件調

達物品についての調達手続の停止等があり得る。 

（4）契約金額の変更 

契約期間中に消費税及び地方消費税の税率に変更が生じた場合、契約金額を変更する。 

14 Summary 

（1）Nature and quantity of products to be purchased : 

 Total electricity about 2,774,839kWh to use at the Wakayama Prefecture Government 

Buildings（Minami-bekkan） 

（2）Time limit for tender : 

 11:00 a.m. 15 May 2019 :（Deadline for bids submitted by mail 4:00 p.m. 14 May 2019） 

（3）Contact point for the notice : 

 Property Management Division, Department of General Affairs, Wakayama Prefectural 

Government, 

 1-1 Komatsubaradori, Wakayama City, 640-8585, Japan 

 TEL 073-441-2212 

 FAX 073-441-2248 
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入 札 公 告 

 平成31年度及び平成32年度和歌山県立こころの医療センター電力調達について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に

基づき公告する。 

  平成31年3月19日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 一般競争入札に付する事項 

（1）調達の名称、場所及び数量 

平成31年度及び平成32年度和歌山県立こころの医療センター電力調達 

和歌山県立こころの医療センター 有田郡有田川町庄31番地 

予定契約電力 600kW 予定調達電力量 2,249,945kWh 

（2）仕様等 

仕様書による。 

（3）契約期間 

 平成31年7月1日から平成32年6月30日までの1年間（平成31年7月1日から契約ができない場合は、契

約を締結した日から起算して1年間）とする。ただし、本契約は地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234条の3の規定により締結する長期継続契約であるので、本契約期間中であっても平成32年度以降に

おいて和歌山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、本契約を解除すること

がある。 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 平成31年和歌山県告示第235号に規定する平成31年度及び平成32年度和歌山県立こころの医療センター

電力調達に係る一般競争入札参加資格を有すること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 

（1）場所 

有田郡有田川町庄31番地 

和歌山県立こころの医療センター事務局総務課 

（2）期間 

 平成31年3月19日（火）から同年4月2日（火）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山

県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時か

ら午後4時まで 

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間 

（1）場所 

3（1）に同じ。 

 なお、和歌山県立こころの医療センターのホームページ（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg

/050112/050112.html）から仕様書及び入札説明書をダウンロードすることができる。 

（2）期間 

3（2）に同じ。 

（3）仕様書及び入札説明書について質問がある者は、平成31年3月19日（火）から同月26日（火）までの

県の休日を除く日の午前10時から午後4時までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局

総務課に対して書面（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

（4）（3）の質問に対する回答は、平成31年4月2日（火）午後5時までに書面（ファクシミリを含む。）

により行うものとする。 
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 また、その内容については、（1）の和歌山県立こころの医療センターのホームページに公表するも

のとする。ただし、その内容が軽微なものについては、口頭による回答のみとする。 

5 入札執行の場所及び日時等 

（1）入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

ア 入札場所 

有田郡有田川町庄31番地 

和歌山県立こころの医療センター診療管理棟2階 A会議室 

イ 入札日時 

平成31年5月15日（水）午前10時 

ウ 開札場所 

アに同じ。 

エ 開札日時 

イに同じ。 

（2）（1）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本県よりこの一般競争入札の参加資格があること

を確認された旨の通知書又はその写しを持参するものとする。 

（3）郵便による入札書の提出を行う者は、この一般競争入札の参加資格があることを確認された旨の通

知書の写しを同封の上、書留郵便により平成31年5月14日（火）午後4時までに和歌山県立こころの医

療センター事務局総務課に必着するように行わなければならない。 

6 入札方法 

 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した

金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金

額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の108分の100に相当する金額を入札書に記入す

ること。 

7 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付

しなければならない。 

 調達物品を共同して納入することを目的とする複数の団体により構成された組織（以下「コンソー

シアム」という。）にあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が入札保証金を納

付すること。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号）第85条から第88条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 

8 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のうち代表者又は代表者から委任された者が契約保証金を納付

すること。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92

条から第94条までの規定の定めるところによる。 

 コンソーシアムにあっては、代表者が納付の免除を受けることができるときは、コンソーシアムと

して納付の免除を受けることができる。 
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9 入札の無効に関する事項 

 本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽

の申請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

 なお、本県よりこの入札に参加する資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資格

の停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札は、

無効とする。 

 コンソーシアムにあっては、構成員のいずれかがこれらの要件のいずれかに該当するときは、当該コ

ンソーシアムとしてした入札は、無効とする。 

10 入札執行方法の細目 

（1）入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）この入札の開札には、和歌山県立こころの医療センター事務局総務課の職員が立ち会うものとする。 

（3）落札者の決定は、和歌山県財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格

をもって申込みをした者を落札者とする。 

（4）落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落

札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを

引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県立こころの医療セン

ター事務局総務課の職員にくじを引かせるものとする。 

（5）開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合

において、入札の回数は、最初の入札を含めて3回までとする。 

（6）第1回の入札において落札者が決定しなかった場合において、郵便による入札を行った者で5の（1）

に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 

（7）落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場

合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落

札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 

11 契約書の要否 

要 

12 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 

否 

13 その他 

（1）この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

和歌山県立こころの医療センター事務局総務課 

イ 所在地 

有田郡有田川町庄31番地 

郵便番号 643-0811 

電話番号 0737-52-3221 

ファクシミリ番号 0737-52-5571 

（2）この一般競争入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（3）政府調達に関する協定（平成7年条約第23号）の対象となる調達に係る苦情処理の関係において和歌

山県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合において、本件調

達物品についての調達手続の停止等があり得る。 

（4）契約金額の変更 

契約期間中に消費税及び地方消費税の税率に変更が生じた場合、契約金額を変更する。 

14 Summary 
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（1）Nature and quantity of products to be purchased : 

 Total electricity about 2,249,945kWh to use at the Wakayama Prefecture Mental Health Care

Center 

（2）Time limit for tender : 

 10:00 a.m. 15 May 2019 :（Deadline for bids submitted by mail 4:00 p.m. 14 May 2019） 

（3）Contact point for the notice : 

 General Affairs Division, Wakayama Prefecture Mental Health Care Center, 

 31 Sho, Aridagawa Town, Arida-Gun, Wakayama Prefecture, 643-0811, Japan 

 TEL 0737-52-3221 

 FAX 0737-52-5571 
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